
年金額シミュレータの改修について

令和４年１月1日に保険料納付下限の引き下げが施行されたことに伴い、ホームページに掲載されている年金額シミュレーターを以下のと
おり改修いたしました。

① 保険料額等の入力にあたって、保険料納付下限引き下げの適用の有無を選択する欄を新設
② 保険料納付下限引き下げの適用を受けて加入する場合の保険料額を入力する欄を新設
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